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香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
環
境
管
理
課
、
廃
棄
物
対
策
課
）

一

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
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八
年
一
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十
一
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香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
六
号

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
三
環
境
管
理
室
の
部
一
の
項
中
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
号
と
し
、
同

部
八
の
項
中
第
十
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
を

削
り
、
第
四
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
三
環
境
管
理
室
の
部
八
の
項
第
三
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

別
表
四
の
八
の
表
環
境
管
理
室
の
部
一
の
項
中
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
号

と
し
、
同
部
八
の
項
中
第
十
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
五
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

８

浄
化
槽
の
廃
止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
十
一
条
の
二
）

〇

〇

別
表
四
の
八
の
表
環
境
管
理
室
の
部
八
の
項
第
三
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平 成１８年

１月３１日（火曜日）
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則

４

指
定
検
査
機
関
か
ら
水
質
検
査
の
実
施
に
係
る
報
告
を
受
け
る
こ
と
。
（
法

七
条
二
項
、
十
一
条
二
項
）

〇

〇

５

浄
化
槽
管
理
者
等
に
対
し
、
助
言
、
指
導
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
。
（
法
七

条
の
二
第
一
項
・
二
項
、
十
二
条
一
項
、
十
二
条
の
二
第
一
項
・
二
項
）

〇

〇

６

浄
化
槽
管
理
者
に
対
し
、
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
。
（
法
七
条
の
二
第
三
項
、
十
二
条
の
二
第
三
項
）

〇

〇

８

浄
化
槽
の
廃
止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
十
一
条
の
二
）

〇

〇

４

指
定
検
査
機
関
か
ら
水
質
検
査
の
実
施
に
係
る
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

（
法
七
条
二
項
、
十
一
条
二
項
）

〇

〇

５

浄
化
槽
管
理
者
等
に
対
し
、
助
言
、
指
導
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
。
（

法
七
条
の
二
第
一
項
・
二
項
、
十
二
条
一
項
、
十
二
条
の
二
第
一
項
・
二

項
）

〇

〇

６

浄
化
槽
管
理
者
に
対
し
、
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
。
（
法
七
条
の
二
第
三
項
、
十
二
条
の
二
第
三
項
）

〇

〇

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

（
号
外
）

一
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庁

（
購
読
料
月
極
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千
五
百
円
）

香

川
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報

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

（
号
外
）

二


